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〔開議 午前 ９時５９分〕 

議長（小川公明議員） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は９名であります。よって、会議は成立いたしております。 

 本日の欠席通告者は、８番、仲明議員。仲明議員は所用のため欠席であります。 

 最初に、議長の報告ですが、お手元の報告書は朗読を省略し、これより議事に

入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元の議事日程第４号により取り進めたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において、３

番、野田憲司議員、４番、入田真嘉議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、議案第７８号「職員の給与に関する条例及び尾鷲市一般職の

任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について」から、日程第７、議案第

８３号「令和７年度尾鷲市水道事業会計補正予算（第３号）の議決について」ま

での計６議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました６議案につきましては、朗読を省略し、直ちに提案

理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） それでは、今回追加させていただきます議案について説明いた

します。 

 議案書の表紙の次のページを御覧ください。 

 このページは提出議案の目次となっております。 

 追加させていただきます提出案件は、議案第７８号から議案第８３号までの６

議案であります。 

 議案の内訳といたしましては、条例の一部改正議案が１件、補正予算関係の議

案が５件であります。 

 それでは、各議案について説明いたします。 

 議案書の１ページを御覧ください。 

 議案第７８号「職員の給与に関する条例及び尾鷲市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部改正について」につきましては、１１月１１日に給与関係
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閣僚会議及び閣議が行われ、人事院勧告どおりに実施することが決定されたこと

に伴い、本市においても人事院勧告を遵守するため、条例の一部を改正するもの

であります。 

 次に、議案第７９号「令和７年度尾鷲市一般会計補正予算（第８号）の議決に

ついて」につきまして説明いたします。 

 なお、今回追加提案しています、議案第７９号から議案第８３号までの補正予

算５議案につきましては、主に人事院勧告に基づく給与改定の実施が決定された

ことから、本市職員の給与についても同勧告に準じて改定するものであります。 

 また、一般会計におきましては、本年１１月２１日に閣議決定されました物価

高対応子育て応援手当の支給に伴う予算についても計上するものであります。 

 それでは、お手元に配付の令和７年度尾鷲市一般会計補正予算書（第８号）及

び予算説明書の１ページを御覧ください。 

 今回の補正予算計上額は、補正前の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３

億４,０６３万５,０００円を追加し、これにより予算総額を１３５億２０１万５,

０００円とするものであります。 

 まず、歳入について説明いたします。 

 １０ページ、１１ページを御覧ください。 

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金は、物価高対応子

育て応援手当支給事業費補助金３,３００万円及び同手当に係る支給事務費補助

金４００万円をそれぞれ追加するものであります。 

 １７款寄附金、１項寄附金、１目総務費寄附金は、１１月末までのふるさと応

援寄附申請額等を勘案し、ふるさと応援寄附金を２億３,０００万円増額するも

のであります。 

 １８款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金７,３６３万５,００

０円の増額は、今回の補正財源として繰り入れるものであります。 

 次に、歳出について説明いたします。 

 １２ページ、１３ページを御覧ください。 

 歳出につきましては、主として人事院勧告準拠に伴うものであり、１款議会費

から９款教育費までの人件費をそれぞれ増額するものであります。 

 また、国民健康保険事業特別会計と後期高齢者医療事業特別会計につきまして

も同様に人件費が増額することから、これに伴う繰出金についても計上しており

ます。 
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 それでは、次に、人件費関係以外の歳出について説明いたします。 

 １２ページ、１３ページの中段を御覧ください。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費のうち、ふるさと納税事業につ

きましては、ふるさと応援寄附金の増額見込みに伴う返礼品等に係る経費として、

ふるさと納税指定納付事務等手数料２,７３２万６,０００円、ふるさと納税関連

業務委託料９,２０７万６,０００円ほか事務費を含め、合計１億２,３０４万９,

０００円を増額するものであります。 

 ３目財産管理費は、ふるさと応援寄附金の増額見込額のうち、経費への充当分

を除く１億３,８００万円をふるさと応援基金へ積み立てるものであります。 

 １６ページ、１７ページの下段を御覧ください。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、２目児童措置費３,７００万円の増額は、児童

手当支給対象児童を養育する父母等に対し、児童１人当たり２万円を給付するも

ので、次の１８、１９ページにあります物価高対応子育て応援手当３,３００万

円ほか、給付に係る人件費と事務費を追加するものであります。 

 続きまして、議案第８０号「令和７年度尾鷲市国民健康保険事業特別会計補正

予算（第４号）の議決について」につきまして説明いたします。 

 ３５ページを御覧ください。 

 今回の補正予算計上額は、補正前の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

８５万３,０００円を追加し、これにより予算総額を２２億３,７２４万４,００

０円とするものであります。 

 ４２ページ、４３ページを御覧ください。 

 歳入であります。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金１８５万３,０００円の

増額は、職員給与費等繰入金であります。 

 ４４ページ、４５ページを御覧ください。 

 歳出であります。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１８５万３,０００円の増額は、

人事院勧告準拠に伴う人件費の増額であります。 

 次に、議案第８１号「令和７年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第２号）の議決について」につきまして説明いたします。 

 ４７ページを御覧ください。 

 今回の補正予算計上額は、補正前の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１
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１万３,０００円を追加し、これにより予算総額を７億４,７３７万１,０００円

とするものであります。 

 ５４ページ、５５ページを御覧ください。 

 歳入であります。 

 ２款繰入金、１項繰入金、１目繰入金１１万３,０００円の増額は、事務費繰

入金であります。 

 ５６ページ、５７ページを御覧ください。 

 歳出であります。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費１１万３,０００円の増額は、

人事院勧告準拠等に伴う人件費の増額であります。 

 次に、議案第８２号「令和７年度尾鷲市病院事業会計補正予算（第２号）の議

決について」につきまして説明いたします。 

 お手元に配付の令和７年度尾鷲市病院事業会計補正予算書（第２号）及び予算

説明書の１ページを御覧ください。 

 収益的支出のうち医業費用５,４５１万円の増額は、人事院勧告準拠に伴い給

与費を増額するものであります。 

 次に、議案第８３号「令和７年度尾鷲市水道事業会計補正予算（第３号）の議

決について」につきまして説明いたします。 

 お手元に配付の令和７年度尾鷲市水道事業会計補正予算書（第３号）及び予算

説明書の１ページを御覧ください。 

 収益的収入及び支出の支出では、営業費用を、人事院勧告準拠に伴い、２７６

万４,０００円を増額するものであります。 

 以上をもちまして、議案第７８号「職員の給与に関する条例及び尾鷲市一般職

の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について」から議案第８３号「令

和７年度尾鷲市水道事業会計補正予算（第３号）の議決について」までの６議案

の説明とさせていただきます。 

 よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（小川公明議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより議案に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ質疑の通告はございません。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（小川公明議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております６議案につきましては、お手元の議案付託表の

とおり、会議規則第３７条第１項の規定により、所管の行政常任委員会に付託し

たいと思います。これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（小川公明議員） 御異議なしと認めます。よって、議題の議案は、所管の行政

常任委員会に付託することに決しました。 

 次に、日程第８、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 最初に、２番、西川守哉議員。 

〔２番（西川守哉議員）登壇〕 

２番（西川守哉議員） 皆さん、おはようございます。 

 先日、たまりにたまったテレビの特番をやっと見ることができました。その番

組は「プロジェクトＸ」、「隠岐 島に希望を取り戻せ～破綻寸前からの総力戦

～」という、町長はじめ町役場の幹部が自らの報酬をカットとして、また、職員

も自主的に給料をカットして、みんなでアイデアを出して魚の付加価値を上げ、

苦難を乗り切るという内容の番組でしたが、皆さんは御覧になりましたか。 

 尾鷲総合病院が市の財源をひっ迫している状態が分かっていながら、１０の大

型事業に手を出す尾鷲市とは真逆の行政のやり方ですね。 

 私ごとで恐縮ですが、私がマグロ漁船に乗船していたときのことです。マグロ

漁船はただマグロを取るだけではなく、その仕事の内容の多さに驚いていたとき

に、当時の先輩の１人から、「守哉、おまえはどの仕事が一番苦手だ。」と聞か

れたので、「かちこちに固まったコールタールのロープをつなぐのが苦手です。」

と答えたら、その日から毎日、その仕事をやらされました。 

 手と指が痛くて、嫌で嫌でたまりませんでしたが、マグロ漁船は一度日本を出

港すれば、１年は帰れません。漁期が終わり日本に帰国する間は、次の漁に備え

ての準備の点検をしますが、もちろん、嫌でたまらなかったロープの点検もしま

す。しかも、仕事にはノルマがあり、その日のノルマをこなすまでは眠らせても

もらえません。 

 ところが、縄仕事のことになると私が一番早く、昼過ぎにはノルマを終えてい

ました。そのとき意地悪だと思っていた先輩が、「どうだ、手を血まめやたこだ

らけにして頑張ったかいがあっただろう。おまえが苦手な仕事はみんな苦手なも
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のだ。それを率先した結果だからよく頑張ったな。」と言われ、そのとき意地悪

だと思っていた先輩の真意が分かりました。 

 どうでしょう、市長。近い将来、市民に痛みを伴わせる病院経営も、無理だと

逃げの姿勢より、１０の事業の一つでも削り、最初は隠岐のように財政難の中で

カテーテルやアンギオの機械をそろえて弱点を得意分野に変えて、他市町からド

クターヘリが尾鷲に来るような病院を目指してみてはいかがでしょうか。ゴルフ

をする時間があるのにできないと言い訳するのではなく、逆転の発想をしてみて

はいかがでしょうか。 

 では、通告に基づき、一般質問を始めます。 

 前回の一般質問で、ある議員が市営住宅について質問したら、その内容が地方

紙に載った途端、市営住宅に住んでいる方やその近隣の方たちから、多くの苦情

の電話がなぜか私のところに来ました。 

 市内全ての市営住宅を回り苦情を聞くのは無理ですから、苦情をいただいた地

区には足を運びましたが、ここで確認のためにお聞きしますが、市長、市営住宅

は市内在住の低所得者のための住宅で間違いありませんね。 

 次に、体育館の件は降壇してから詳しく聞きたいと思いますが、現在はＯＭＯ

ＴＥＮＡＳＩさんが指定管理をしている「夢古道の湯」についてですが、新たに

募集したときには何社の応募がありましたか。それと、前回の指定管理者には幾

らの指定管理料を支払っていましたか。今回の指定管理者では、指定管理料の差

額は幾らありますか。 

 以上、壇上からの質問を終わります。 

議長（小川公明議員） 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） 西川議員の御質問にお答えさせていただく前に、いろいろ体験

談でためになるようなお話を頂戴しまして、ありがとうございます。 

 それでは、一般質問の回答にさせていただきますけれども、市営住宅の低所得

者、これのための住宅ではないか。これ、答えとしましては、議員のおっしゃる

とおりでございます。 

 次に、指定管理である夢古道の湯について、これにつきましては、担当の課長

より具体的に説明させていただきます。 

 以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

議長（小川公明議員） 商工観光課長。 
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商工観光課長（濵田一多朗君） それではお答えいたします。 

 夢古道の今回のプロポーザルにつきましては、４者が見学に来ていただいて、

実際にプロポーザルに参加されたのは２者となります。 

 また、前回の指定管理者から今回の指定管理者に替わったときの差額につきま

しては、４７１万４,０００円であります。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 前回の金額と今回の金額を教えてください。差額だけじゃあ

りません。 

議長（小川公明議員） 商工観光課長。 

商工観光課長（濵田一多朗君） 前回の指定管理料、単年度が９２８万６,０００円

となっております。また、今回の指定管理料は１,４００万円であります。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） その差額が４７１万円ということでよろしいでしょうか。 

議長（小川公明議員） 商工観光課長。 

商工観光課長（濵田一多朗君） 単年度差額としては４７１万４,０００円でありま

す。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 次に、市営住宅についてと、空き家問題。 

 質問の参考に、建設課より市営住宅における入居状況資料を頂きました。 

 現在、２７９棟の市営住宅があり、出ていく世帯を含めると１０６棟もあり、

そのうち７８棟が取壊し対象となり、管理方針でほとんどの住宅が用途廃止にな

っていますね。 

 これらの用途の使い道はもう決まっているのですか。後ほど私の考えを述べた

いので、参考までによろしくお願いします。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） まず、市営住宅の使い道、要するに、用途廃止になったときの

使い道についてですけれども、まず、尾鷲市営住宅長寿命化計画、これがござい

ます。その中で、優先的に用途廃止すべきとした市営住宅について、入居者の状

況及び移転先等を留意しつつ、廃止していくものとしておりますが、用途廃止後

の用地の使い道については現在決めておりません。 

 以上でございます。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 
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２番（西川守哉議員） 紀北町では入居者の収入が増えると家賃も上がるとのことで

したが、尾鷲市においてはどのようになっていますか。また、逆に、遺族年金な

どが下がった場合には、金額も下がるのでしょうか。そこのところを詳しく教え

てください。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） この答えとしてはそのとおりでございます。 

 市営住宅の住宅使用料につきましては、尾鷲市営住宅条例、これに基づきまし

て、入居者おのおのの収入に応じて算定しておりますので、収入が上がれば、住

宅使用料も上がる場合がございます。 

 この収入につきましては、本年度の報告が義務づけられておりますので、これ

が条例で定めた基準となる金額を超え、収入超過者または高額所得者と認定され

た場合は、住宅の明渡し努力義務や明渡請求が生じることとなります。 

 次に、収入が著しく低額になった場合、特段の事情がある場合において、家賃

の減免とか、徴収の猶予ができるものとなっております。 

 以上でございます。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） また、光ヶ丘の場合なんですけど、コンクリートのところで。

風呂がないために風呂を造るのに増築された物件も数多く見られ、今まではその

まま出ていけばよかったそうです。最近ではそのコンクリートの基礎まで撤去し

なければならないようですが、なぜ今まで全ての住宅に義務づけされていなかっ

たのでしょうか。これでは市長の大嫌いな不公平だと、苦情を述べられる入居者

が数多くいましたが。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） いろんなお風呂場を造ったり、模様替え等々についての具体的

な方向については、担当課長より説明いたさせます。 

議長（小川公明議員） 建設課長。 

建設課長（塩津敦史君） それでは説明させていただきます。 

 市営住宅の模様替え、また、増築に関しましては、尾鷲市営住宅条例において

制限されております。これは原状回復又は撤去が容易な場合において、市長の承

認を得たときのみ可能となっております。 

 その際の条件としては、明渡しの際に自己負担で原状回復又撤去を行うとされ

ており、現在、この条例に基づき指導を行っているところでございます。 
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議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 以前はそれがなかったみたいですね。 

 次に多かったのが、撤去で地面のコンクリートに覆われていた部分からも雑草。

コンクリート、全部撤去せよとの指導であるので、コンクリートを撤去したとき

の雑草の問題。 

 私が現場を見た時点でも、これはかなりひどかったです。市に何度も電話をす

るが、対応してくれないとの声も多くありました。今後はきちんと対応してもら

いたいとの声もありましたので、そう伝えると申し述べましたが、道路とは違い、

市街地の空き家の１軒分の草刈りは、年に１回では少ないのではないでしょうか。 

議長（小川公明議員） 建設課長。 

建設課長（塩津敦史君） 説明させていただきます。 

 前回、中村文子議員の御質問にも、こちらに対しては市長からお答えさせてい

ただきましたが、市営住宅の空き住戸の除草作業につきましては、年２回を目安

に、尾鷲市シルバー人材センターに作業を委託して行っているところでございま

す。 

 ただし、草の繁茂する時期は作業の繁忙期でもございますので、発注しまして

作業完了まで時間を要することがございますので、御理解をいただきますようお

願いいたします。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 苦情をもらった方にはそのように伝えておきます。 

 それと、入居者の中には高齢で介護施設に一度入ってしまうと、そのまま帰っ

てこれない方たちも少なくはなく、住宅の周りは草だらけで、中の荷物もそのま

まにしていくので、市としても手がつけられない状態になりませんか。 

 そういう事案に対して、各課、いろんな課でも連携をして、市のほうから一筆

いただき、もしそこが空き家になるようであれば、その身内の方が家財道具を一

切処分するような手続を、事前にはできないのでしょうか。 

議長（小川公明議員） 建設課長。 

建設課長（塩津敦史君） その件について説明させていただきます。 

 確かに、西川議員の御質問のようなケースはございます。 

 ただ、市営住宅の入居者に関しましては、保証人の方や御家族の連絡先をこち

らで把握しておりますので、長期間、市営住宅に戻れない場合や、そのまま退去

となる場合は、こちらから連絡を取り、その方々に対応していただいております。 
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議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） ぜひ住んでいる方、皆さんに見えるような仕事をやってくだ

さい。 

 また、ある地区では、我が家では乗用車は野ざらしであるのに対し、市営住宅

の住民は勝手に車庫を建てている。安い賃金で入居しているのに、これは違法建

築ではないのかなどの声も聞こえていますが、これも指導できないものでしょう

か。 

 明らかに違法建築ですよね、後から追加で建てるということは。 

議長（小川公明議員） 建設課長。 

建設課長（塩津敦史君） 説明させていただきます。 

 先ほどの模様替え、増築の際にも説明させていただきましたが、駐車場の整備

につきましても、こちらも同様、尾鷲市営住宅条例において制限されております。 

 このことから、もしこのような事例があればこちらで確認し、条例に基づき指

導させていただきたいと考えています。 

 以上です。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） これは市営住宅についても空き家についても言えることです

が、廃墟化している建物に野良猫が住みつき、繁殖している現状です。 

 もちろん担当部署が保健所であることは理解していますが、餌を与えている住

民とふん尿の被害に遭っている住民とのトラブルもよく相談されますが、担当が

保健所だけに、市のほうから被害住民のことを考慮して、もっと強化対策をして

いただきたい。 

 これ以上野良猫を増やさないよう、現在、野良猫の避妊状況は、年間、どの程

度進んでいますか。 

議長（小川公明議員） 市民サービス課長。 

市民サービス課長（湯浅大紀君） それではお答えいたします。 

 野良猫の餌やりにつきましては、猫がかわいい、かわいそうなどの無責任な理

由による餌やりは自活できない猫を増加させ、結果として不幸な猫を増やすこと

につながるものと考えております。 

 また、これらの猫によるふん尿が周辺住民に衛生面での悪影響を与えてしまう

ことから、本市といたしましては、保健所との連携を密にし、餌やりを行ってい

る当事者に指導を行っております。 
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 それに加えまして、餌を与えている野良猫を捕獲し、避妊手術を実施し、元の

場所に戻す、いわゆるＴＮＲ活動を実施しております。この活動は野良猫を増や

さない取組として効果的であり、昨年度は８０件、本年度につきましては１１月

現在で４７件実施しており、今後も保健所と連携を図りながら、対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 以上です。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 野良猫を全て駆除してしまうと、今度はネズミが繁殖すると

いう問題もありますけど。輪内は見ていませんが、坂場や倉ノ谷の木造平家は特

に優先して、解体、撤去すべきではないでしょうか。 

 以前に広域ごみ処理施設を小原野に建設すればよいと提案したときに、南海ト

ラフがあれば小原野は被災者の仮設住宅に適しているといったおめでたい元議員

がいましたが、坂場や倉ノ谷及び光ヶ丘ならライフラインは整っていますから、

今のうちに更地にしておけば、いざそのときが来ても慌てる必要はないと思いま

すが、何の将来的ビジョンも持たずに特定のハウスメーカーに売却してしまうよ

りは、健全的な対策ではないでしょうか、市長。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） まず、市営住宅の全体戸数がどうなっていて、今、空き家がど

うなっているのか、それについてちょっと御報告させていただきたいと思うんで

すけれども。 

 現在、市営住宅の全体戸数というのは３０１戸あります。その中で取壊し済み

の分が２２戸。現在、管理戸数は２７９戸となっております。２７９戸のうち、

空き戸数というのは９８戸、そのうち入居不可となっているのが７８戸、以上で

す。 

 ただ、入居不可とした住宅の中には、複数戸連なった長屋状の住宅もあります。

そのうち一戸でも入居者がいる場合は、ほかが空き住宅であっても取り壊すこと

ができないため、全て空き住宅となった後に取壊しを進めてまいりたい、このよ

うに考えております。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） その点は、市長、私でも分かるんですよ。長屋なら一人でも

住んでおったら取り壊せないと。その後の問題を聞いておるんです。 

 そこをもしものときの被災者の二次避難場所、仮設住宅、それに利用できるよ
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うに、今のうちから、できるところから始めませんか。避難所の宅地用として始

められませんかということを聞いておるんです。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 現在の尾鷲市の応急仮設住宅の建設予定地については、まず第

一に、地域防災計画、これにおいて、災害の状況において選定するということに

なっております。 

 そういった中で、現時点では、小原野市有地を応急仮設住宅建設用地として、

まず確保していると。ほかの分についてはどういう使い勝手になるか、要するに、

市営住宅を撤去した場合にどういう使い勝手になるかということについては、今

後検討はしていきたいと。 

 先ほど申しましたように、一個でもやっぱりそこのところに住居者がいれば、

それは取り壊すことはできないと、こういう形で現在でもずーっと進んでおりま

すので、その辺のところは十分御理解いただきたいと思っております。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 僕が言いたいのは、小原野にはライフラインがないんですよ。

それをもし災害のときに全国が被災に遭えば、ライフラインの材料が足りません。

水道も電気も。 

 それだから市営住宅を取り壊して、土地のない尾鷲では準備を進めないかとい

う提案をしておるだけなんですよね、市長。やれと言っておるわけじゃないんで

すよ。こういうこともできますよと。あそこではライフラインが来ていますよと。 

 わざわざ小原野に仮設住宅を建てて、ライフラインがないのに、それ、住めま

せんよね。そこのところだけ、勘違いしないでください。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） それは十分存じ上げてございます。 

 ただ、小原野の場合には、たしか２万平米ぐらいの土地があり、それを有効利

用するということで、今年の２月の防災会議において、小原野用地を要するに確

保するということを、一応、決定していただきました。 

 当然のことながら、市営住宅、どこの部分を撤去するのかどうかということに

ついては、現在、入居者もいる関係で、どの部分を撤去するということは言えま

せん。 

 その方がもし住居を要するに立ち退いたときには、その分については、西川議

員のおっしゃっている、そういうことも十分踏まえながら、検討はしていきたい
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と、このように思っております。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 次に、空き家対策についてですが、現在の危険空き家の撤去

状況は、中井町の撤去以来、どの程度の進捗状況でしょうか。また、次の行政代

執行の候補の危険空き家などの候補地があれば、教えていただきたい。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 一応、危険空き家につきましては、行政常任委員会とか、いろ

んな形の中で御報告はさせていただいておりますけれども、これも一番直近では

令和４年、３年前の５月に行政常任委員会でお示ししましたんですけれども、今、

Ｄランクと判定されている空き家については８１件ございます。議員がおっしゃ

る中井町の特定空家を含めて、現在までに１６件、これが撤去済みとなっており

ます。 

 今後につきましては、所有者の財産はやはり所有者本人が適正に管理をすると

いう、こういう方針を継続して、空き家対策に取り組んでまいりますので、現状

では、市が行政代執行による危険空き家を除去するという予定はしておりません。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） ですけど、市長、相変わらず市民の皆さんからの声では、近

隣に住む市民の方だけではなく、野地町の旧遊技場の危険の苦情をよく問われま

す。 

 確かに通行者や車両が落下物により被害を受けた場合は所有者との話合いにな

るのでしょうが、それでは市民個人では無理があり、市が危険と認識しているの

であれば、何らかの行政指導はしているのでしょうか。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 当然、野地町の旧遊技場につきましては、御存じのとおり、建

物の老朽化、あるいは壁や窓の一部が落下するなど、危険な状況となっておりま

す。 

 せんだって、１１月ですか、の末に尾鷲市自治連合会の市民懇談会があった場

についても、やはりそういう声を聞いておりまして、しかし、何とかしたいこと

はやまやまなんですけれども、あくまでもこれ、所有者の財産権の話になります

ので、何度も何度もこの担当、市民サービス課のほうから、幾度となく危険除去

の対応を指導しております。 

 しかし、やはり解体費用の問題などもあり、現状では強い風による被害などで
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緊急を要する場合のみ、該当箇所の危険除去を所有者に行っていただいていると

いう状況でございます。 

 尾鷲市としてはどうあれをするのかということにつきましては、ただそれを取

り壊す、尾鷲市の行政代執行的なことで取り壊すということは、現在は考えてお

りません。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） じゃ、毎回、指導はその都度して、対応しているということ

でよろしいんですね。 

 しかし、現地を見る限り、これといった進展は何も感じられません。尾鷲市は

箱物行政には力を入れますが、市民の安全には無関心ですし、建物の規模を見る

限り、行政代執行はとても無理でしょう。これは私も分かります。 

 それならば、次の話合いの場で、取りあえず今落下するような、落下したり飛

散するようなものだけでも取り除いてもらえるように、これは次の交渉のときに

きちっとやっていただきたいと思います。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 議員おっしゃるとおり、当然のことだと思います。現在でも所

有者に対しまして、先日も市民サービス課のほうから、危険箇所の除去など、適

正管理をきちんとやってくださいと、そういう依頼をしておりますけれども、今

後の指導におきましては、飛散のおそれがある箇所の除去、あるいはむき出しに

なっている部分の飛散防止措置など、事前の対策を含めた形で市民の安全が確保

できるように粘り強く指導してまいりたいと、このように思っております。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 特に空き家においては、須賀利や輪内地区を見る限り、あそ

こは通路が狭いですね。私も仕事をやっていて、地震で恐怖を感じたことがあり

ました。もし南海トラフの巨大地震による倒壊や……。 

 こんな火災の危険性が高く、津波の前に地震でかなりの市民の避難が困難とな

ると安易に予測ができることから、早急に家主との交渉を進めていただきたい。 

 というのは、道が狭かったら、津波が来るまで避難できませんよね。だから、

今現在頑張ってくれているのは分かるんですけど、もっともっと頑張って、解体

手続をしてもらえるような交渉をしていただきたい。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 議員おっしゃっていますように、要するに須賀利を、ここから
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梶賀、特にこの周辺市街地といっているんですけれども、ここにつきましては住

宅の密集により、地震や火災、この被害が大きくなることは危惧しております。 

 このような空き家所有者に対しましても、空き家を放置することが災害とか、

あるいは津波の大被害になる、それが拡大につながるということは理解しており

ますので、あくまでも所有者としての責任を持った対策を早急に実施していただ

くよう、もう先ほども申しましたけれども、粘り強く交渉して、時には指導もし

ていかなきゃならないと、このように考えております。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 今、市長がおっしゃられたように、以前の私の質問に対して

も、市長は基本、空き家の撤去については所有者が行うものであると答弁してく

れたことが記憶にありますね。私も全くそのとおりだと思います。 

 では、老朽化が進んで住めなくなった市営住宅の解体、撤去、今度は逆に、市

に責任があるんじゃないでしょうか。さきの委員会で私が後戻りをするのかと尋

ねたときに、顔を真っ赤にして後戻りはしないと憤慨していましたが、ならば、

先を見据えて、近く発生するであろうとされる南海トラフに備えて、老朽化で廃

止されている市が管理する市営住宅の撤去できるところ、あるんですよ。一区画、

もうすっかり誰も住んでいないところ。そういうところから始めてみてはどうで

しょう。 

 市長のやりたい１０の大型事業の、少しでも削り、いざというときにすぐ避難

住宅を建てられる用地として、それはどうでしょうか、市長。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 原則は、その市営住宅に一戸でも入居者がいるときには、これ

は撤去できません。 

 ただ、それについてこちらのほうへ移っていただけませんかとか、そういう形

のものは、一応、建設課なり、市民サ……、これは建設課のほうになるんですけ

れども、そのお願いに上がっております。これは事実でございます。 

 ただ、現状は、これは市営住宅全体として、例えば１人しかいないとか、２人

しかいないとか、人数が少ない場合もある。そのときには要するに、撤去はでき

ません。それがほとんどなんですよね。 

 ですから、その分については、要するに、お住まいの住民の方にこちらのほう

にお住まいいただくと。これも粘り強く交渉するという形でないと。今の場合に

早く出ていきなさいということは、我々としては言えませんから。その辺のとこ
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ろは十分配慮しながら、相手方と交渉していって。 

 その場合に、市営住宅そのものがゼロになった場合には、それは、我々として

はその用途としては、基本的には一応撤去して、更地にして、いろんな用途に使

いたいと、このように考えております。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 市長、何遍も同じ答弁しないでください。意図は分かってい

ますから。それ、全くないところもあるから言っておるんですよ。 

 今現在、公共工事も目に見えて少なくなり、少しずつでも解体工事として発注

すれば、Ｂランク、Ｃランクの業者さんも仕事が増えて、経済的にも少しは楽に

なり、喜ばれるのではないでしょうか。特定のＡランクの業者さんしか参加でき

ない大型事業ばかりでは、規模の小さな業者さんたちは疲弊してしまいます。そ

ういう解体工事でも、少しずつでも。 

 倉ノ谷なんて、１画、もう全て空き家でしたよ。確かに一人も住んでいません

でした。私は見てきました。だから、市のＢ、Ｃランクの方が少しでもしのげる

ように、地元業者育成のためにも、そこをちょっとやってもらったら、ウィン・

ウィンにはなりませんか。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 解体工事は個別の、要するに公共施設の個別事業の計画におい

て、まずは教員住宅で今空き家になっている部分を全部解体しようと。 

 たしか私の記憶では、九鬼とか、いろんなところ、何か所か、担当のほうに聞

いていただいたら分かるんですけれども、そういう解体工事もやっているという

ことは、御承知おき願いたいと。 

 結構やっていますよ、解体工事については。教員住宅をまずやりましょうとい

うことで。 

 先ほど申しましたように、あれについては、やはりある程度まとまらないと。

要するに、事業というものも、やっぱり採算性の問題とか、経費高の問題、いろ

いろあります。 

 その辺のところは十分あれしながら、まず、やはり市営住宅の空き家になった

ところについては、その方向で考えていきたいと思っております。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 僕は地元業者の育成を訴えたかったんですけど、割と……。 

 次、市長の施策について言いますけど、市長の推し進める１０の大型事業のう
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ち、体育館と中央公民館の耐震補強工事の入札参加ＪＶがなく、不調に終わりま

したね。しかも入札の前日に辞退って、今までありましたか。 

 物価の高騰は今に始まったことではなく、設計段階のときから分かっていたこ

とですから、物価高騰での不参加は理由になりません。当時から物価、もうあっ

たはずですから、どうでしょうか。 

議長（小川公明議員） 財政課長。 

財政課長（岩本功君） 先ほどのＪＶ工事において入札の前日に辞退、過去あったか

ということなんですけれども、過去、ＪＶ工事において、前日に辞退されて不調

になったという工事はなかったと思います。 

 以上です。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） だけど、工事はもう進めなきゃいけませんよね。これ、どう

やってやっていくのか、考え直さなければいけないねと思うんですけど。図面は

もう出来上がっているのですから、今後どのような入札方式になるのかを教えて

ください。 

 予定価格を上げて再入札なんていうことはやめてくださいね。そうでないと、

事業自体が業者の言い値になってしまいますからね。 

 例えば、入札業者の募集地域を広げるとかは、これ、できないんでしょうか。 

議長（小川公明議員） 財政課長。 

財政課長（岩本功君） 今おっしゃられたとおり、今回の建築工事のＪＶにおける地

元業者の構成員数というのは非常に少ない状況にあります。これは認識しており

ますけれども、本市といたしましては、先ほども議員おっしゃられたように、地

元の業者の技術力の維持とかという、経済の活性化、こういったことが最重要課

題でございますので、今のところ、構成員を他市町に広げるということは考えて

おりません。できる限り今後も、地元業者の活用に努めていきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 市長は以前、１０億で業者に依頼していると発言していまし

たが、私が絶対に１０億では無理だと意見具申したことは、市長は記憶にありま

すか。結局、私が言ったような結果になってしまいましたね。こんなもの、事業

をやっておる業者から見たら、１０億でなんてできるわけがないんですよ。 
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 さて、これから１０億円の予算でどのような工夫をして、工事を進めていくの

でしょうか。この予算でもＩｓ値０.７５を確保できるとの設計ですから、建て

替え派の私としては、興味を持って市長の手腕を拝見させていただきます。 

 工事費を上げるなんていうことは誰でもできる対応ですから、そこ、履き違え

ないでください。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） まず、今回、入札の不調に終わった大きな要因というのは、

我々としても発注者が設定する予定価格、企業が見積もる実勢価格とこの差があ

ったということは、これはこういう話ですよね。だから、我々としては要するに、

それをきちんと見積もるような、実勢価格をきちんとやるというような、そこに

乖離があったと。 

 特に、今回、費用もいろいろ明らかなんですけれども、これだけ建設工事が資

材コストの比率が高い価格変動の影響を受けて、本当に加速度的なコスト上昇に

なっております。そういう形で、企業側としてはそのリスクを懸念して、応札を

見送ったんじゃないかなというような、そういう思いです。 

 ですから、今後どうしていくのかというような話については、実勢価格と予定

価格、この企業が見積もる実勢価格と我々が出した予定価格とのその乖離をどう

やって埋めていくのかということも、要するに今現在、設計者と共に分析を行っ

ているところでございますので、御理解ください。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） だから、私は言っておったじゃないですか。私も一応、元プ

ロですから、そんなもの、できるわけないと思っておったんですけど、市長は言

い切りましたよね、１０億でできるって。 

 私がいつも思うのは、市長の施策は強引かつファシズム的だと思うのですが、

議会や委員会においても自分の意にそぐわない議員の意見には異常に興奮し、答

弁に答えられない課長には言うたれ言うたれと興奮して、聞いてもいないのに自

分から横から口を挟んでくるし、自分の間違いがあっても、心の籠もった謝罪は

しない。 

 市長、これ、ユーチューブで放送されているので、もう少し慎んでいただかな

いと。恫喝ばかりしていると、もしものときにはクラレッタのスカートのように

は、どの職員もやってはくれませんよ。 

議長（小川公明議員） 市長。 
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市長（加藤千速君） まず、今回の体育文化会館、そして中央公民館の、要するに耐

震と長寿命化については、当初、設計段階に入る中で、大体、大枠の概要をあれ

した中で、どれくらいでいけるかという話からスタートしているわけですね。 

 その話の中では、一応、１０億ぐらいでいけますねという、そういう報告を受

けて、それで、やっぱり１０億であると。我々としても１０億……。１０億とい

うのは、その当時は正しかったと思います。 

 しかし、その後、毎年毎年、やっぱりこれだけ物価高騰、特に、資材高騰の比

率が非常に高いような、こういう部分がもっと加速度的に値上がりしていると。

そういった中で、今回、１０億６,９００万という形で、一応、入札価格といい

ますか、予定価格、これをあれしたと。 

 これも我々としても、やっぱり市民の税金を使っているんですから絞り込んだ

中で、いかにしてこれだけでいけるかということで、１０億６,９００万という

数字を出して、そして、予定価格としたと。これが事実なんですね。 

 それが要するに企業側としてのこの実勢価格と合わなかった。それじゃ、これ

をどうやってやっていくのかということについては、先ほども申しましたように、

設計者と共に考えながら、やはり企業側ときちんと交渉はしていかなきゃならな

いと。 

 その金額がどういう形になるかということについては、現在ではまだ不明でご

ざいますけれども、それをきちんとやっていきたいと思っております。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 質問と答弁の内容が全く食い違っています。 

（発言する者あり） 

２番（西川守哉議員） 私語は慎んでください。私の時間です。 

 自分の持っている政治姿勢以外には、市民のためになると思われる提案を自分

の嫌いな議員が進言しても聞く耳を持たない。 

 そのよい例が地籍調査です。以前に中村レイ議員が何度も進言していた地籍調

査を今になって行い始めましたね。その当時から行っていれば、１００％、国が

負担してくれていましたが、現在は７０％しか出してくれません。 

 自分の判断の誤りと意地でもったいないとは思いませんか。これからの残りの

３０％はどの財源から捻出されるんでしょうか。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 地籍調査の話については、これは建設課が行っている事業なん
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ですけれども、平成１７年からずーっと始まって、坂場、賀田、古江、曽根、天

満、現在は港町、中井町と。 

 この事業というのは、特に尾鷲というのは、公図が非常に混乱したり、あるい

は公図が不在していたり、大変時間がかかるというような状況の中で、一つ一つ

きちんとやっていることは事実でございます。 

 そして、地籍調査の話については、その費用がどうなっているのかといいます

と、はっきり申し上げますと、現在、地籍調査の補助事業につきましては、国の

補助が５０％、そして県からの補助が２５％、その差し引いた金額の２５％が尾

鷲市の負担なんです。 

 しかし、２５％のうち特別交付税措置というのがこれの中で８０％つきますか

ら、実質負担額は事業費、経費のあれなので５％です。 

 こういう形の中で、一応、地籍調査の事業補助率というのはありますので、３

０％を持っているわけじゃないんです。実質は、事業経費の５％でございます。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 分かりやすく説明しますと、以前も申し上げましたが、国市

浜公園などは、もう議会に提出された時点で呼び名が決まっていましたね。 

 市民の憩いの場を目的とするのであれば、せめてネーミングぐらいは、市民の

皆さんや子供たちからの公募を募ればよかったのではないでしょうか。お隣の始

神テラスや、たしかアクアステーションなども公募ではありませんでしたか。 

 そういうところからしても、市民の意見を聴こうとしているようには見えませ

ん。早急に火力跡地の野球場を造りたかった焦りが見えましたね。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 国市浜公園というのは都市計画上の名前だと思います。要する

に、ネーミングの公募ということについては、私もまだ今、お答えするのは不確

かなんですけれども。当然のことながら、考えられるのは、あの野球場をどうす

るのか、このネーミングをどうするのかということは、やはり我々も頭の中に入

れておかなきゃならない。 

 全体をあそこ、本当に「国市浜公園」というような形でネーミングをするのか

ということについても、私は都市計画上の名前で「国市浜公園」というような形

だったものですから、それについてはちょっとこちらのほうで預からせていただ

きたい。場合によっては市民公募をするという。 

 あくまでも、要するに先ほどの、誤解のないようにしていただきたいんですけ
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れども、当初、中部電力の跡地が一度更地になった場合に、皆様方、この更地に

なった部分をどういうふうな仕様勝手にしますかというアンケート調査をかなり

いただいたんですね。その中で精査したのが今の現状なんです。これを御理解い

ただきたいと思っております。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 僕の聞いておることとちょっと違うんですけど。 

 次に、夢古道の湯についてですが、さきの管内視察で夢古道の湯に行ったとき

に、玄関入り口にはタトゥーや入れ墨の入っている方の入場のお断りの看板があ

りました。 

 これ、濵田一多朗課長が大変興奮して僕に口論してきましたが、しかし、市長

はハーレーイベントの折に、特別にとの理由で入浴を許可してしまいましたね。

それもシャトルバスまで出して、その挙げ句にレジオネラ菌で休館する。 

 一方で、古道の湯は市民が楽しみにしている、休館すれば市民が落胆するとか、

言っているのが矛盾していませんか。ルールや規制は何のためにあるのでしょう

か。何でもかんでも特別が多過ぎませんか。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） この状況はたしか２年前、２年前でしたか、この前開催しまし

たバイブズミーティング、このときに２泊３日のスケジュールで、本当に全国か

らたくさんの方々が、要するに中部電力の発電所のところにお集まりいただいた

と。 

 そういった中で、夢古道の湯の入浴数をやはり我々としては増加、これにつな

げるべく、入れ墨のある方が入浴される場合は、指定管理者と協議の上で、入浴

時間延長による、一般入浴客と入浴時間を分けて対応する、あるいはタトゥーを

隠すためのシールの活用など、一定のルールを設けた上で、当時、入浴を認めた

ものであると。そういう、確かにこうなっています。 

 それをどういうふうにしていくのかということについても、要するに、今まで

の入れ墨云々というような話についても、全国的にやっぱりその雰囲気は変わっ

てきているわけなんですよね。特に、インバウンド需要というものが非常に多い

です。 

 こういった需要の高まりによって、まず、国において、タトゥー、入れ墨です、

タトゥーがある外国人旅行者の入浴に関する対応として、入れ墨をしていること

のみをもって、入浴を拒否することは適切でないと、こういう指針が出ているわ
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けなんです。その指針に従った形で。 

 それで、もう一つは、他市町の運営状況、これがどうなっているのかというこ

とは確認した上で、指定管理者とその対応を協議してまいりたいと、このように

考えております。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 今、確かに市長がおっしゃられたように、私も独自で調べた

結果なので一概には言えませんが、他のほとんどの温浴施設では入れ墨の方は入

浴はできませんが、インバウンドの影響などもあり、またこれ、時代の流れかも

しれませんが、最近では入浴を許可した施設も何か所かあるようです。調べまし

た。いずれも一般入浴客の数は減少したそうです、市長。 

 もし指定管理業者から入れ墨客の入浴の許可を求められた場合、市長はどのよ

うに対応されますか。市長にそのような権限があるかどうかは分かりませんが、

市長は尾鷲唯一の市民の憩いの温浴施設と発言していますから。 

 というのは、ある指定管理者の有識者の中にも入れ墨を入れている方がいます

よね。その方も尾鷲市民ですが、特別にとは言えませんよ。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） そういった場合には、当然、指定管理者のほうから行政の首長

のほうにそういう、要するに、要請状というのか、要望書というのは出てくると

思うんですけれどもね。 

 例えば、我々が調べた中で、津にあります津市指定管理施設の「榊原温泉 湯

の瀬」というところがございまして、入れ墨（タトゥー）入浴について、入れ墨、

昔のようなそういう公序良俗といいますか、そういったもののあれが非常に昔は

強かったんですけれども、現状では、おしゃれタトゥーやインバウンド客など、

時代に合わせた対応をしている。全身でもオーケーという。そして、津市との協

議でも、省庁からの情報もあり、特に否定的ではなかったと。入浴者から意見は

あるものの、大きなトラブルはないと。 

 こういう状況も伺っておりますので、その辺のところも十分踏まえながら、指

定管理者からそういう要望なり申請なりが出た場合には、私もその辺のところは

前向きに考えたいと思っております。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） 壇上でも少し聞きましたが、交友関係は市長ですから、多く

の人と接する機会があることは当然であると思います。 
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 ですが、夢古道の指定管理者が当時２者あったと言われましたが、まだ決まっ

てもいないのに、次の指定管理者候補の事業者とのゴルフはいかがなものでしょ

うか。 

 まだ議会承認もされていない中、次の候補者から見れば、接待ゴルフと取られ

ても仕方ありませんね。どうですか、市長。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） この話は以前からずっと、交友関係を深めるためにやっており

ます。接待ゴルフなんか、一切、私はございません。特にまた、ゴルフをするに

しても、自分の少ない休みの中の１日を取って、日曜日の日にゴルフをしている

と。それも要するに年に１回やっていると。この辺でございますので。 

 以前にどうの、指定管理者の前云々というのは、確かにそれ以前からいろいろ

やっていますから、一切、それは交友関係の中の一つであると私は認識しており

ます。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） もう一つの候補者の方とはゴルフは行かれましたか。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） いや、私はもう一つのあれについては存じ上げてございません。 

議長（小川公明議員） 西川議員。 

２番（西川守哉議員） じゃ、行かれていないということは、交友関係をつくろうと

していないんじゃないですか。それで、もっと……。 

 もう時間がないもんで最後になりますけど、最後に、私が以前、国民保護法を

ある国政に関わる人から地方議会からも声を上げてほしいと頼まれて、一般質問

で某国の弾道ミサイルについて質問したときに、議長を含め、誰も国民保護法を

知らずに、Ｊアラートだけで逃げ切りましたが、今月の広報おわせについて、や

っと「『国民保護』を知ろう！」と記載されましたね。 

 私が質問したのはかなり前の議会であり、そのとき皆さんも国防のことすら知

らず、私の質問に対して笑っていましたが、今となって広報おわせに掲載すると

は、自分たちのよい恥さらしですね。答弁は恥ずかしいでしょうから要りません。 

 以上で一般質問を終わります。 

議長（小川公明議員） ここで一般質問準備のため、休憩をいたします。再開は１１

時２０分からといたします。 

〔休憩 午前１１時０８分〕 
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〔再開 午前１１時１９分〕 

議長（小川公明議員） 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 次に、５番、佐々木康次議員。 

〔５番（佐々木康次議員）登壇〕 

５番（佐々木康次議員） おはようございます。 

 ６月に議員になりまして、７月の例会、９月の例会、１２月の例会と３回目の

例会となりますが、本日で２回目の大トリになります。皆さん、よろしくお願い

します。 

 時報は中断されないように頑張って終わりたいんですが、越えてしまいました

ら、よろしくお願いします。 

 今回、１２月２２日で田中教育長が任期満了にて退任されるということで、本

当に厳しい教育環境の中、重責を全うされ、大変お疲れさまでした。 

 田中教育長は私も関わる子育て関係５課の子育てＨＡＰＰＹＤＡＹのイベント

には毎回顔を出していただき、子供の居場所づくりにもたくさんの御協力をして

いただき、重ねてお礼を申し上げます。 

 今、学校、社会、家庭教育で様々な課題が山積しております。田中教育長の今

までの経験から、今後とも尾鷲市への協力をよろしくお願いいたします。 

 通告に従い一般質問させていただきます。 

 一つ目の質問は、１０月から販売されたプレミアム商品券について。 

 １１月３０日で販売が終了されましたが、市長が目標に掲げた７５％に対して、

結果はどうなりましたでしょうか。 

 それと、二つ目の質問は、体育文化会館・中央公民館改修についてです。 

 この件について質問を準備した後、入札参加がなく、完成予定も遅れることが

予想される中、今後の予定と、この施設の改修完成後の目指す姿、思いを聞かせ

てください。先ほど西川議員の質問とかぶる部分については省いていただいて結

構です。 

 壇上からは以上となります。よろしくお願いいたします。 

議長（小川公明議員） 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） それでは、佐々木議員の御質問に対し、順次お答え申し上げま

す。 

 まず、尾鷲市プレミアム付商品券についてであります。 
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 本事業につきましては、物価高騰の影響を受けております市民の皆様の生活を

応援するということが第一、そして、それを応援するとともに市内の消費拡大を

促して、そして、地域経済の活性化を図ることを目的に、議員おっしゃっていま

すように、本年１０月１日から始まりまして１１月３０日のこの２か月間で販売

を終了いたしました。 

 販売率の目標につきましては、過去の実績を鑑みまして７５％に設定して取り

組んだわけでございますけれども、その販売率は残念ながら、目標を下回る７２.

３６％になっております。 

 そして、要するに、この買上げ数につきましては１万１,０７１、目標数から

４０４冊足らなくて、全体からは４,２００冊弱残ったというわけでございます。 

 これが１回目の回答でございます。 

 次に、体育文化会館、中央公民館の改修についてであります。 

 まずもって、今回の入札結果が不調となったことは非常に残念でありますとと

もに、各施設のリニューアルを心待ちにされておりました市民の皆様に大変申し

訳なく存じております。 

 このような結果となりましたのは、まず、全国的な傾向として、物価高騰、あ

るいは従業員不足などの影響、そして公共事業に対する民間事業者の受け止め方

が変化したと、こういうことが理由となり、近年では、全国の自治体が行う大型

事業においては、同様の事例が多く生じております。 

 今回、入札不調となったことで、体育文化会館、図書館、中央公民館の耐震・

長寿命化、複合化の完成時期が後ろ倒しとならざるを得なくなりましたが、一日

も早く改修を実現するよう、関係各課に指示いたしております。そして、今後の

対応について検討をさせているところでございます。 

 改修完成後の施設に対する私の思いといたしましては、今回、議案として提出

しております組織の見直しにおける課名の変更、これは「生涯学習課」から「文

化スポーツ振興課」、こういうふうにこの振興課においても表しております。 

 特にこの図書館、中央公民館につきましては、本市の文化振興の中核施設でご

ざいます。これになろうとしています。そして、体育文化会館においては、スポ

ーツ振興の中核施設であると。こういうふうな形で、文化スポーツ活動の充実を

通じて尾鷲のまちを元気にし、ひいては交流人口の拡大につなげていく施設であ

ると、私自身は考えております。 

 また、新図書館につきましては、親子連れから、そして高齢者に至るまで、い
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つでも気軽に立ち寄ることができ、読書を楽しむとともに、ゆっくりとくつろい

でいただくと、こういうことができる市民のリビングルームとして、そして、中

央公民館は、天候、雨の話、あるいは気候、暑さ、寒さ、こういうふうな形に左

右されずに、子供や子育て世代が楽しく安全安心に過ごすことができる「こども

のリビングルーム」をコンセプトとして、整備を進めているものであります。 

 これらの思いやコンセプトは、首尾一貫して今後も変えるつもりはございませ

ん。その実現に向けて、最良の対応を進めてまいりたい、このように考えており

ます。 

 以上、壇上からの回答とさせていただきます。 

議長（小川公明議員） 佐々木議員。 

５番（佐々木康次議員） ありがとうございます。 

 それでは、プレミアム商品券についての質問からさせていただきたいと思いま

す。 

 もし１１月末の販売した分に関しての利用率が分かれば教えていただきたいと

思います。それと、市長は７５％の販売率を目標に、販売率を上げるために取り

組んだことに対して、効果はありましたでしょうか。その点についてお聞きする

のと、もう一つ、販売率が伸びなかった原因は何かとお考えでしょうか。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 利用率の場合につきましてはこれからでございますので、２月

末までに、要するにいろいろと御利用していただくような形で、１０月１日から

２月末までが期限でございます。まだまだ時間があると思います。現在の利用率

については私はまだ知りませんので、分かれば商工観光課長のほうからお答えさ

せていただきます。 

 今回のプレミアム付商品券の販売率を上げるための取組といたしましては、ま

ず、市広報の９月号、そして、市ホームページの掲載、そして、販売期間の初期、

中期、終了間際でのエリアワンセグ放送の実施、公式ＳＮＳへの投稿、そして、

地元新聞への掲載などにより、広く市民の皆様に周知をさせていただくとともに、

高齢者向け施設を利用されている皆様への周知を図るがために、新たに商品券事

業のポスター掲示を依頼させていただいたと。 

 そして、各コミュニティーセンターでの出張販売なんですけれども、これも行

いました。尾鷲商工会議所、そして市内にある紀北信用金庫３店舗、ここでの販

売のほか、土日祝日でも対応可能な常設販売所、これを新たに開設して、尾鷲観
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光物産協会を追加することで、より商品券を御購入いただきやすい環境を整えて

きたと思っております。 

 さらには、尾鷲よいとこスタンプ会が商品券事業実施期間に合わせて、スタン

プ２倍キャンペーン、これを実施していただいていることなど、民間団体からの

商品券事業への、この後押しをしていただいたと思っております。 

 先ほど述べさせていただきましたが、今回の販売実績は７２.３６％で、目標

値の７５％には届きませんでした。先ほど詳しい数字を入れて説明させていただ

いたんですけれども。 

 今回については、コロナ禍以降、複数回実施してきた商品券事業の中で、プレ

ミアム率５０％があった令和２年のときには、今回は３０％なんですけど、７７.

５％あったと。その販売実績に次ぐ販売率となったわけでございます。 

 この結果を見る限り、今回の販売率向上のための取組は、目標数値は行かなか

ったものの、一定の成果があったものと考えております。 

 以上でございます。 

議長（小川公明議員） 商工観光課長。 

商工観光課長（濵田一多朗君） それではお答えします。 

 先ほど佐々木議員が御質問なられました利用状況につきましては、現時点でま

だ報告は受けておりませんので、やっぱり利用状況もまた見せていただいて、今

後の同事業の推進に利用、活用させていただきたいと思っております。 

議長（小川公明議員） 佐々木議員。 

５番（佐々木康次議員） プレミアム商品券が過去、販売されたときに、最初のやっ

ぱり１か月、２か月で利用率がかなり高かったわけですね。それの結果がまた２

月でまとまれば、分かると思うんですが、私も実際にお店の方々に話を聞きに回

りましたが、ここ、２週間ほど前から。前回や今までより商品券の利用が少ない

との声が多いのが事実でした。また、物価高など、消費が低迷し、来店も少なく、

厳しい状況が続いているという声も多いです。 

 よく声に上がったのが、「１人１冊なので、ほとんどスーパーへ流れているの

ではないか。」「物価高もあり、日常の食料品などに使用されているんやろう

な。」「今までもスーパーの比率が高かったのに、今回はさらに高いんじゃない

か。」というような意見も聞きました。 

 しかし、よい例といたしまして、先ほど市長がおっしゃいましたが、よいとこ

スタンプ会の２倍セール、併用しております。 
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 それとともにスタンプ会独自の事業として、１０月１日から１１月３０日まで、

尾鷲市出身の３人のプロ野球選手を応援するメッセージ、「三重のよろこび！み

んなで応援スタンプラリー２」というのは、昨日ぐらいに新聞にも載りましたが、

４１８名の応募があり、昨年より約２００枚多く集まりました。 

 たくさんの温かい心の籠もったメッセージをいただき、改めて市民の方々が尾

鷲出身の野球選手を応援しているという思いを感じました。これは３店回ってお

買物をして、スタンプをいただくので、全体で１,２５４店回ったことになり、

お買物していただいたということで、少しは消費喚起につながったと思われます。 

 これはプレミアム商品券事業との相乗効果の可能性もあり、昨年は商品券事業

がなかったので単独でやったんですが、相乗効果があった可能性もあり、今年、

プレミアム商品券を取り上げていただいた市長には感謝いたします。 

 ただ、今回も約３割近く残った商品券を、今後、商品券事業を行う場合、再販

売することを前も提案しましたが、今後する場合、お考えは変わりないでしょう

か。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 今回の購入率が３０％弱購入をされていない方、これは事実で

ございます。そういった場合に再販の有無についてですけれども。 

 確かに、これ、１万３,０００円ですから、例えばこの３０％ということは、

住民登録している方が、これもあれなんですけど、１万５,３００人で、この３

０％、３０％だったら５,０００冊ぐらいになると思うんですよ。５,０００冊売

れ残れば、要するに消費喚起については、この５,０００掛ける１万３,０００円

で、大体６,５００万円ぐらいの経済効果が見込まれないという、こういう結果

になったんですけれども、議員御提案のこの再販売については、前回でも答弁い

たしましたけれども、それと同様に、今回のプレミアム付商品券事業では、実施

する予定はありませんが、今後のこともありますので、まずはやっぱり２月末ま

での商品券の利用状況を検証した上で、また、議員の御提案を踏まえまして、引

き続き今後の商品券事業の在り方、もっとこれを深掘りしながら、検討する必要

があるんじゃないかと思っておりますので、それは今後の課題として考えさせて

いただきたい、このように考えております。 

議長（小川公明議員） 佐々木議員。 

５番（佐々木康次議員） 前向きな御答弁、ありがとうございます。 

 前回、再販売した際に、往復はがきで抽せん、その後、抽せん漏れの方からの
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クレーム、それに労力やコスト面などを考えると、難しいというようなこともお

聞きしましたが、そこをクリアするような形で、再販売のほうも検討していただ

きたいと思います。 

 先ほど市長がおっしゃられたように、３０％弱売れ残ると、その額は本当に６,

５００万円ぐらい無駄になってしまいます。ただ、市民は商品券を利用する際に

額面を使うわけじゃなく、それ以上の買物をされるわけですね。 

 そうすると、やはり６,５００万円じゃなくて、１億や１億５,０００万という

市場規模の金額が消費に回るということが考えられますので、今後、２月末の使

用期間終了後に結果がまとまると思いますが、次の対策につながるようぜひ期待

しています。よろしくお願いします。 

 次に、政府の総合経済対策が発表されてきておりますが、その中の重点地方支

援交付金について、今現在の尾鷲市の方針などありましたら、お願いします。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 政府が今考えております重点支援地方交付金、非常に私も期待

はしております。 

 そういった中で、重点支援地方交付金については、今現状の物価高の影響、こ

れを受けた生活者や事業者を支援するために創設されたもので、国から自治体へ

の交付金であり、各自治体が地域の実情に応じて実施できる推奨事業として活用

されていると。だから、要するに、自治体自体が、枠にはまった形はあるけれど

も、ある程度自由に使えると、こんな交付金なんです。 

 本市ではこれまで、今回のプレミアム付商品券、この事業のほか、あるいは小

中学校における学校給食の無償化、あるいは水道基本料金の減免、こういった形

で活用してきたわけでございますけれども、議員が御存じのとおり、現在、国に

おいて「強い経済」を実現する総合経済対策の一つとして、本交付金の拡充に向

け、総額２兆円、ほぼ決まるんじゃないかなと、あと１週間ぐらいあったら決め

るんじゃないかなと思うんですけれども、総額２兆円となる補正予算が国会で審

議されていると。 

 今後はその予算成立を見込んだ上で、本市への交付金や、国のこの制度要綱、

これが、情報が収集しておりますので、やっぱりきちんといろいろ情報収集する

とともに、プレミアム付商品券事業をはじめとして、これまで実施した事業の効

果検証を行うなど、物価高騰が進む日々の中で、より多くの皆様に役立てていた

だけるように効果的な交付金の活用策を検討していきたいと、このように考えて
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おります。 

 だから、２兆円に対してどれぐらいの金額になるかということも一応考えなが

ら、それに対する事業としてこの交付金を充てながら、基本的には市民の皆様が

喜んでいただける、一方では地域経済を活性化する、こういうことも含めながら

十分検討しながら、それがある程度の方向性が決まれば、議会のほうに報告させ

ていただきたい、このように考えております。 

議長（小川公明議員） 佐々木議員。 

５番（佐々木康次議員） 今、物価高等もあり、市民も事業者も非常に厳しい状況が

続いております。８月末には商店街の食品の店も閉店しました。１１月中旬には

長く続いていた飲食店も閉店しました。店舗に状況を聞き取りする中で、どんど

ん店がなくなる、尾鷲はどうなっていくんやろう、どうにかしてほしいという声

もたくさん上がっています。 

 昨年からの急激な物価高に加え、１１月２１日から最低賃金の上昇。市民も事

業者も大変な状況が続いております。地元で営業していると、原材料費の高騰、

人件費の上昇などをなかなか価格に転嫁できないという声も聞きます。価格を物

価上昇に合わせて上げると、さらに客離れが起きるので不安などの声も聞きます。 

 そのようなこともありますので、ぜひこの２兆円を有効的に使っていただき、

本当に市民も、事業者も、尾鷲全体の人が喜ぶような形で、少しでも明るく元気

になるような対策をお願いしたいと思いますので、また一緒に考えさせてくださ

い。よろしくお願いします。 

 続きまして、体育文化会館と中央公民館の改修についてでございますが、体育

文化会館と中央公民館の改修計画が具体化してきた中、１０月のクローズアップ

現代で、「にぎわう図書館、地域再生の起爆剤に」として番組が取り上げられて

おりました。 

 また、議会報告会でその番組を見た方から、尾鷲市の図書館についての質問も

ありました。耐震・長寿命化が目的の改修ですが、私はせっかくの大型事業です

ので、このまちの集客交流の場所として生かすべきだと考えます。 

 番組の内容としましては、今までは「文化・教養型の図書館」が中心で、これ

からは「課題解決型の図書館」を目指そうということが２１世紀に入ってから増

えてきました。図書館には普通の書店にはない資料、コンテンツがあります。国

の交付金、補助金を活用した図書館は、この１０年で１００館以上できており、

まちのにぎわい創出、課題解決を目的として、図書館を増やしてきました。それ
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ぞれの図書館がほかの施設との違いを明確にし、繰り返し来ていただける仕組み

をつくり出しています。 

 その例として幾つか紹介されていました。 

 石川県の図書館では、年間１００万人以上の利用者がある。 

 岐阜市の市立中央図書館は、おしゃべりオーケー、親子連れ殺到、来館者が市

民の１０倍訪れるようになり、その岐阜市立図書館を中核に、「みんなの森 ぎ

ふメディアコスモス」はリニューアル後、年間１３５万人、市の人口の３倍が来

館しています。 

 おしゃべりオーケー、「ＢｏｏｋＢｏｏｋ交歓会」など市民参加で行い、子供

たちのラジオ番組収録など、本の貸し借りの場所から人の出会いや集いの場所づ

くりをしていき、老若男女の集う場所になっています。中高生が意見、悩みを届

ける掲示板は、これまで２,０００通を超えています。 

 また、札幌市の図書・情報館では、働く人のニーズに合った、ビジネスを中心

に運営されています。起業、経営の相談窓口なども設置されています。 

 岩手の紫波図書館では、農業支援、農業専門誌、地元の農業の魅力を発信して

います。農家が１０年で３割減少したことから、農家の抱える課題を伝えること

を目的として、地域を応援する気持ちを根づかせています。 

 宮崎県都城市の図書館は、「図書館をまちづくりの起爆剤に」を目的にしてい

ます。まちの中心部の老舗デパートが閉店し、空洞化が課題となったため、その

跡地に図書館を中心とした複合型施設をオープンしました。 

 図書館の隣にはカフェ、保健センター、スーパー、ホテル、子供の無料の遊び

場など、図書館を中心に人の流れは５倍になったそうです。周辺には１００軒以

上の店がオープンして、市では、この地域の空き店舗に出店する事業者に最大５

００万円の補助を出しているそうです。 

 高知県佐川町の図書館「さくと」は、イベントから花壇の手入れまで地域の人

が運営に関わっています。みんなが集える場所にワークショップなど繰り返して

います。 

 特別に本に興味がなくても集える場所づくり。地域に関心を持つと意識が変わ

り、地域を豊かにします。図書館から市民性が深まることに取り組んでいますと

いうような番組内容でした。 

 そこで、現在の図書館、公民館の１日の平均利用数と年間利用数について教え

てください。 



－１２５－ 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） さっき佐々木議員がいろいろお話ししていただきました内容に

つきまして、私も見学に行ったところが一つありまして、それを私も、テレビは

見なかったんですけれども、全部ネットで調べました。おっしゃるような形のも

のの、一応、中身で。 

 まず申し上げたいのは、尾鷲が考えている図書館というものは、コンセプトは

一緒です。だけれども、例えば、石川県の図書館なんかというのは１５０億使っ

ているんですね。岐阜の図書館なんかというのは、当初１００億円だったのがど

ーんと上がって１２５億円になったり、結構、やっぱり大規模な図書館を造って

いるというような感想を受けて。確かに、目からうろこの事業規模の、桁が違っ

ておりまして。 

 しかし、私はその中でも少しでもいろんな機能を取り入れた、身の丈に合った

図書館にしたいと思っています。基本的なコンセプトは今回も申し上げておりま

すが、「市民のリビングルーム」という、これに合致しているんじゃないかなと

いうことを、まず冒頭に感想を申し上げさせていただきたいと思っております。 

 それではお答えいたします。 

 議員お尋ねの現在の図書館及び中央公民館の１日の平均利用者数と年間利用者

数につきましては、具体的には生涯学習課長のほうから説明させますので、よろ

しくお願いしたいと思っております。 

議長（小川公明議員） 生涯学習課長。 

教育委員会生涯学習課長（世古基次君） それでは説明いたします。 

 まず、図書館の利用状況でありますが、過去３年間の年間利用者につきまして

は、令和４年度は１万６,２２６人、令和５年度は１万６,０５４人、令和６年度

が１万５,９６８人であり、それぞれ１日の平均利用者数につきましては、令和

４年度は約５６人、令和５年度は５５人、令和６年度は約５５人であります。さ

らに、年度途中ではございますが、今年度の１日平均利用者数につきましては、

１０月末時点で約５６人でございます。 

 次に、中央公民館の利用状況でありますが、過去３年間の年間利用者につきま

しては、令和４年度には２万１,６６０人、令和５年度には２万２,３２３人、令

和６年度には２万７,１１９人であり、それぞれの１日の平均利用者数につきま

しては、令和４年度は５０人、令和５年度は４８人、令和６年度は５８人であり

ます。こちらも年度途中ではございますが、今年度の１日平均利用者数につきま
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して、１０月末時点で４７人となっております。 

 いずれの施設も、コロナ禍におきまして半減した利用者数が、人口減少が進行

する中でようやくコロナ禍以前の約７割近くとなった状況でございます。 

 説明は以上でございます。 

議長（小川公明議員） 佐々木議員。 

５番（佐々木康次議員） 今の数字を基に、今回予定される、改修される公民館を中

心に、体育館と、これをやはりどれだけに持っていくかというまた目標を掲げる

ことも大切だと思います。 

 先日、私も遅ばせながら、１０周年を迎えた「みんなの森 ぎふメディアコス

モス」へ見学に行ってきました。ここは市の関係者の方も行ってこられた方がた

くさんおられると思いますが、私は平日の火曜日に行ってきました。駐車場がい

っぱいでびっくりしました。 

 中には保育園児から、高校生からお年寄りまでたくさんの人がいて、本当にに

ぎわっていました。ギャラリースペースでは絵画展、オープンスペースでは俳句

や書道展、かんがえるスタジオでは保育園児がお弁当を食べながら学習、また、

ぎふ古今では岐阜の人の紹介や、その隣には岐阜まち歩きＭＡＰで市内へ誘導す

るコーナー、館内にあるテーブル、ベンチなどでは、ＯＬや学生がお弁当など飲

食をしている人でいっぱいでした。 

 １階の図書館はガラスで覆われ、静かに過ごせるようになっており、２階は完

全に図書館で、たくさんの方が勉強や調べ物をしており、幅広い方がゆったり過

ごせる建物空間になっておりました。 

 また、市役所との間の空間はキッチンカーが１０台ほど出ており、館内にもロ

ーソンとスタバがあり、ここで休憩する人も多い感じでした。 

 そこで、規模は違いますが、図書館を通して新たなまちへの集客交流として全

国的に取組をしていますが、尾鷲市として改修される予定の体育文化会館の図書

館の利用に関して考えや目的について、改めて、先ほど市長はお答えされました

が、もう一度お願いいたします。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） まず御理解いただきたいのは、現状の図書館は、これも議会で

報告させていただいたんですけれども、今、三重県には１４市がございますけれ

ども、蔵書にしても図書館の規模というのは、１４市中１４番目、最下位なんで

すね。これはやっぱり問題があるであろうと。 
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 私は市長になってからこの８年間、いかにして図書館をもっともっとにぎやか

しをもって、市民が集える場所にしたいという思いはございました。特に文化度

を高めるということは、やっぱり尾鷲の成長にもつながることで、逆に文化度が

要するに低くなってきたら、尾鷲の成長というのはないと思っています。やはり

私は文化度というのは非常に大事だと思っております。 

 だから、まず図書館の充実というものを何とかならないかということを考え続

けてきて、今回、こういう機会があったので、今の状況になっているということ

を御理解いただければと思っています。 

 私は今の図書館、これからの図書館……。 

 さっき、２１世紀の話、２１世紀の図書館の、要するに在り方ということをお

っしゃっていただきましたけれども、私の従来の図書館に対するイメージという

のは、本の貸出しなんですね。貸したり借りたり。これを貸し借りするところで

あって、そして、図書館というのは静かに本を読むところだった。こうであった

わけですね。これが図書館の基本だと思っております。 

 しかし、近年では、地域住民の交流の場や、イベントスペース、デジタル技術

を活用した情報拠点など、多様な役割を担う図書館が増えきた。卑近な例で、先

ほどおっしゃっていただきましたように、石川県立図書館とか、岐阜市立図書館、

あるいは札幌の図書館、まさしくその方向で進んでいるということは事実でござ

います。その図書館は市民の多様なニーズに応える、開かれたコミュニティ拠点

へと進化しているものと私は認識しているんです。 

 そういった中、先ほど議員が御紹介もありました「みんなの森 ぎふメディア

コスモス」につきましては、私も３年前、岐阜の図書館、１時間半ぐらいずーっ

と見学させていただきました。まさしくすばらしいです。それの要するに要素と

いうのですか、機能というのを大分頭の中に入れて、今回は多少なりともそれを

取り入れさせていただいたんですけれども、こういう形で岐阜の図書館は、先ほ

どおっしゃったように、岐阜市民の人気を博していると。それ以上、岐阜市人口

以上の来館者があるというお話です。 

 私が目指します本市の新たな図書館のイメージは、市民のリビングルーム、憩

いの場、そして、子供から高齢者までの多様な人々が集い、交流し、学び合う地

域コミュニティの拠点となるべき施設と考えており、先ほど申し上げましたが、

誰もが気兼ねなくゆったりと過ごせる居場所として機能させたい、このように考

えています。 
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 そのために、現在ある子供コーナーとか、読み聞かせ室とか、個人ブースや郷

土資料ルームに加えて、館内中央にはヒノキをイメージしたヒノキの森、このブ

ースを設置するなど、図書館利用者ごとにゾーニングを行うとともに、玄関脇に

はラウンジ、あるいはカフェスペースとか、また、南側デッキ部分にはヒノキテ

ラスを設けるなど、本市の身の丈に合った形ではありますが、くつろぎの空間づ

くりもやりたいと考えております。 

 また、現段階で具体的なことはあんまり多く申せませんけれども、不本意とは

いえ、運営開始までにお時間をいただくことになりましたことから、新たな図書

館で提供できるサービスやコンテンツなどソフト面の充実に向け、この機会を、

多少の時間ですけれども、もっと有効に活用しながら、一層地域コミュニティの

核となる施設としてやっていきたいと、このように考えております。 

議長（小川公明議員） 佐々木議員。 

５番（佐々木康次議員） 私もそのように思います。 

 尾鷲の場合、図書館、体育館、中央公民館、そして、その中にこどものリビン

グルームも計画されています。スポーツ、読書、文化、市民の活動場所、子供の

居場所など、規模は、都市部に、先ほど言われたように小さいですが、ほかには

ない提案もできると思います。さらに、隣には中村山というすばらしい公園もあ

ります。そこには天文科学館もあります。 

 図書館、体育館、中央公民館、中村山、市役所を一つのエリアとして集客交流

の場としての発信していくことを考えてはいかがでしょうか。仮称として「中村

山の森」として、そこからの尾鷲のまちへの紹介や、店、町なかへの誘導案内、

発信もしていき、尾鷲観光物産協会もありますが、市役所を中心とした居場所づ

くりと両方の拠点としてまちとこことつながり、市民参加としてにぎわうまちづ

くりにしていくようにしてはどうでしょうか。 

 また、室内のこどものリビングルームと屋外の中村山との充実を進めるために

も、中村山の遊具の設置も改めて要望いたします。３月にはお花見縁日も開催さ

れ、たくさんの親子連れも中村山に来ますので、少しずつでも遊具を増やしてい

ただきたいです。ぜひお願いしたいです。 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 中村山の森のエリア、これを市民参加したにぎわいづくり、ま

ちづくりという御質問に対しては、議員がおっしゃるとおり、私も常々、そのよ

うに考えている次第でございます。 
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 当時、体育文化会館ができたの、私、高校２年生のときだったと思いますが、

すばらしいもので。市役所もすばらしいし。中央公民館はその後なんですけど、

天文科学館も後なんですけど、この三つが整備されて、まさに中村山がこのよう

な状況にありって、まちが非常に元気だったことも相まって、実に多くの市民の

皆様が活発に公民館活動、あるいは文化活動、スポーツ活動を楽しんでいただい

た。こういう状況なんです。 

 私はこれを復元させたいんですよ。これを。これをして、やはり市民の皆さん

が活発に活動できると。なぜかといいますと、その当時だったんですが、それか

ら２０年たち、３０年たち、時間の流れや社会情勢の変化等に、当然、人口減少

もあったし、あるいは市の財政難ということもあったんでしょうけれども、そう

いうことに伴って、活動の縮小とか、施設の老朽化対策など、課題が山積してい

るという事実はそうなんです。 

 そのような中で、使用停止になった体育文化会館の再開に向けた改修、あるい

は長年の課題であった図書館の拡充、そして、子供から高齢者までが気軽に立ち

寄れる居場所や、天候や気候に左右されずに誰もが楽しく過ごせる居場所など、

全ての市民にとって、居場所づくりなどの課題について、併せて改善できる取組

であると、私としては本事業はその必要性が十分あると思っております。 

 その中で、私は常に中村山公園を「セントラルパーク」と位置づけて、これを

整備し続けてまいりました。中村山公園や天文科学館とも併せて、まずは中村山

に行けば楽しいことがあるよと、安心して過ごせる居場所であるよとか、そうい

う空間をつくり上げるとともに、それぞれの施設にソフト事業の充実とか、ある

いはスポーツ振興事業の充実、文化事業の充実、各種講座の充実等を図りながら、

まちを元気にする形で様々な取組を行って、その情報をお互いに共有しながら、

新図書館や中央公民館の情報発信機能を充実させることで、もう一度、中村山か

ら市民参加とまちのにぎわいづくりにつなげてまいりたいと。 

 それで、その次の御質問について、遊具の話なんですけれども、中村山公園の

遊具の設置については、先ほども申しましたように、中村山公園は本市の「セン

トラルパーク」であると私は位置づけております。 

 中村山公園につきましては、これまでもやっぱり私、やっていたのが、草、木

が生い茂っていました。全然見えないんですね、中村山公園から尾鷲が。まず、

それを切っちゃおうと。尾鷲湾を一望できる間伐を行ったり。そうしたら、やっ

ぱり危険木があります。これもやっぱり３年ぐらいかかりました、危険木の除去。 
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 そして、去年、おととしですか、トイレを何とかしたいと。トイレを刷新した

りしておりまして、現在は財団法人尾鷲みどりの協会が御協力していただいて、

クマノザクラの植樹事業を進めていただいているところ。 

 こういうふうにして、中村山公園についてもある程度の整備が整っていると。

今後も市民の憩いの場として……。 

議長（小川公明議員） 市長。 

 正午のため、時報のため中断します。 

〔休憩 午前１１時５９分〕 

〔再開 午後 ０時００分〕 

議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） 先ほど、こういうふうにやっていると。 

 今後なんですけれども、何といってもやっぱり市民の憩いの場づくりなんです

ね。この場として、先ほど申しましたように、整備を着々と進めております。 

 今後どうするのかということは、議員おっしゃるように、まず、中央公民館の

こどものリビングルームと、これと中村山公園と、このつながりというものをも

っと深めたいと。 

 今後、様々な御意見を伺いながら、ふさわしい遊具の設置については十分検討

していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（小川公明議員） 佐々木議員。 

５番（佐々木康次議員） よろしくお願いします。 

 体育文化会館と中央公民館の改修後になるとたくさんの、先ほど毎日の利用者

数を聞いた以上の人が訪れるようになると思います。 

 また、１４市の中で１４番目ということで、やっぱりそれをもっと図書館を中

心にぐっと上げていき、周辺部から人が集まるような、ここ、尾鷲の集客交流拠

点にもなると思いますので、ぜひお願いします。 

 前回、９月の子育てＨＡＰＰＹＤＡＹの際に、駐車場がちょっと足りないとい

う問題が起きました。いろいろと周辺部、そこのファミリーマートやひがし歯医

者さんとか、そういうところのお店も、お店というか、そういう事業者にも何台

か貸してくださいとか依頼はしておるんですが、満杯になってしまったことがあ

り、今後、やはり図書館、体育館、中央公民館、市役所を含め、その改修後には

かなりの来訪者が毎日訪れると予想した場合に、駐車場は現在のままで大丈夫で

しょうか。 
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議長（小川公明議員） 市長。 

市長（加藤千速君） さっき議員がおっしゃっていますように、そういうＨＡＰＰＹ 

ＤＡＹのときはたくさんの方々、お集まりになって、駐車場が足りないというよ

うな御意見でございましたんですけれども、まず、駐車場につきましては、当面

は現在の駐車場、駐車スペース、これを使用していただくという形になります。 

 改修設備直後には、新しく改修した後については、若干の不足が生じる場合も

考えられますが、今、別館のほうで教育総務課が中央公民館に移転して、現在の

庁舎別館を撤去する予定はございます。その際に駐車場に整備するということで、

車が約１０台ぐらいのスペースが新たに確保できるんじゃないかなとは思ってお

ります。 

 ただ、その撤去の時期につきましては、これだけいろんな投資が見込まれる中、

まずはやっぱり体育文化会館、中央公民館の耐震、長寿命化、複合化を完了した

後、一応、交付金とか、そういったものは、有利な補助金を使える分については、

５年以内に実施しなければならないという、この縛りがあります。その範囲内で

きちんと適当な時期を見つけながら、撤去工事をやらせていただきたい、このよ

うに考えております。 

議長（小川公明議員） 佐々木議員。 

５番（佐々木康次議員） よろしくお願いします。 

 ちなみに、子育てＨＡＰＰＹＤＡＹのときは、親子連れが約２５０名ほど来場

します。それで、駐車場が足りなくなったという状況でございます。 

 今後、改修、リニューアル後、集客交流の場として広がり、全体に来訪者が増

えることも考えられますので、その辺りも検討していただくようよろしくお願い

します。 

 それと、先月、隣のまちでちょっと営業に行ったときに、家を解体していると

ころがあったので、そのお宅で、前の家が解体していたんです。隣ももう住んで

いなかった。前の家は誰も住んでいないんですかと聞いたら、いや、息子さんと

か、子供さんたちは、みんな尾鷲に家を建てていますというようなことでおっし

ゃっていました。こっちの隣の隣の家もなくなって、尾鷲へ住んでいますと言っ

ていました。 

 それを聞いたときに、今、尾鷲には子供の居場所、公園、遊び場がないと、市

外へ流出してしまうことが多く、山崎運動公園や熊野のほうへ子供を連れて遊び

に行く人も多いんですが、やはりここを改修して、ここを中心に子供の居場所づ
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くりや老若男女が集まる場所にすれば、尾鷲に周辺部から集まっていき、そして、

尾鷲でやはり生活しやすい、子育てしやすい、住みやすいまちになると思います

ので、子育て世代の定住も含めてつながっていくと思いますので、ぜひ。今ちょ

っと遅れていますが、なるべく早く計画を立てて、実行していただくようにお願

いしたいと思います。ぜひよろしくお願いします。 

 以上で私の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 

議長（小川公明議員） 以上で通告による一般質問は全て終了いたしました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

 以後、会期日程のとおり、明日１１日木曜日には午前１０時より行政常任委員

会を開催していただきますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午後 ０時０６分〕 
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